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納付されていない源泉所得税

Q ●
● 先月、勤務していた会社が倒産しまし

た。倒産した会社は、社員から預かった源泉

所得税を国に納付しておらず、会社の経費に

充てていたようです。

このような場合でも、確定申告すれば、私

の源泉所得税は還付されるのでしょうか。

ヱヘ：確定申告すれば、所得税の還付を受け

ることができます。

【解説】

サラリーマンなどが受け取る給与や退職金、

あるいは、弁護士や税理士などの報酬料金な

どは、その支払先が所得税を源泉徴収して、

国に納付することになっています。つまり、

支払者が源泉徴収義務者ということになりま

す 0

源泉徴収義務者である会社が源泉徴収した

金額は、サラリーマンより預かった所得税で

すから、会社から源泉徴収された時点におい

て、サラリーマンはすでに所得税を納付した

ものとして取り扱われます。

したがって、ご質間のように、所得税がす

でに源泉徴収されている場合には、源泉徴収

義務者である会社がその所得税を国に納付し

ていなくても、納付があったものとみなされ、

確定申告をすれば、所得税の還付を受けるこ

とができます。

一方、未払いの給与などについて所得税が

源泉徴収されていないケースや給与などが支

給されていても、その所得から所得税が源泉

徴収されていないケースでは、その所得税が

納付されるまでは還付が受けられません。
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